
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
二
十
五
号

中
学
校
通
信
教
育
規
程

中
学
校
通
信
教
育
規
程
を
左
の
通
り
定
め
る
。

第
一
条
　
学
校
教
育
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
中
学
校
が
通
信
に
よ
る
教
育
（
以
下
通
信
教
育
と
称
す
る
。
）
を
行
う
場
合
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
に
規
定
す
る
も
の
（
同
令
第
七

十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
中
学
校
の
通
信
教
育
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
尋
常
小
学
校
卒
業
者
及
び
国
民
学
校
初
等
科
修
了
者
に
限
る
。

第
三
条
　
公
立
及
び
私
立
の
中
学
校
が
通
信
教
育
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
設
置
者
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
、
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
教
育
に
関
す
る
規
則

二
　
経
費
及
び
維
持
方
法

三
　
通
信
教
育
開
始
の
時
期

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
変
更
は
、
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
前
条
の
通
信
教
育
に
関
す
る
規
則
中
に
は
、
少
く
と
も
左
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
教
科
課
程
に
関
す
る
事
項

二
　
指
導
に
関
す
る
事
項

三
　
試
験
方
法
及
び
課
程
修
了
の
認
定
に
関
す
る
事
項

四
　
通
信
に
よ
り
教
育
を
受
け
る
生
徒
（
以
下
通
信
教
育
生
と
称
す
る
。
）
の
定
員
及
び
職
員
組
織
に
関
す
る
事
項

五
　
入
学
、
編
入
、
退
学
、
転
学
に
関
す
る
事
項

六
　
入
学
料
及
び
各
教
科
別
受
講
費
に
関
す
る
事
項

前
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
及
び
第
五
号
に
関
す
る
事
項
は
、
通
信
教
育
指
導
要
領
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
通
信
教
育
を
止
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
其
の
設
置
者
は
、
そ
の
事
由
及
び
通
信
教
育
生
の
処
置
方
法
を
具
し
、
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
校
長
は
、
欠
員
あ
る
場
合
は
、
適
時
入
学
及
び
編
入
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
通
信
教
育
を
行
う
中
学
校
に
お
い
て
は
、
通
信
教
育
を
担
当
す
る
た
め
、
専
任
の
教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
専
任
の
教
諭
の
数
は
、
通
信
教
育
生
百
人
以
下
の
場
合
は
一
人
、
百
人
を
超
え
二
百
人
以
下
の
場
合
は
二
人
、
二
百
人
を
超
え
る
場
合
は
、
二
百
人
を
加
え
る
ご
と
に
一
人
以
上
の
割
合
で
こ
れ
を
増
加
す
る
こ
と
を
基
準

と
す
る
。

第
八
条
　
各
教
科
の
受
講
並
び
に
修
了
に
関
す
る
こ
と
は
、
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
九
条
　
校
長
は
、
正
規
の
受
講
資
格
は
な
い
が
、
相
当
の
年
齢
に
達
し
、
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
、
特
定
の
教
科
を
修
学
し
よ
う
と
す
る
者
あ
る
と
き
は
、
当
該
教
科
を
受
講
す
る
に
足
る
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
限
り
、

別
科
生
と
し
て
受
講
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
け
る
監
督
庁
は
、
当
分
の
間
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。
但
し
、
第
八
条
の
場
合
は
文
部
大
臣
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
五
日
文
部
科
学
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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